
- 1 - 

平成２４年さいたま市議会１２月（１１月繰上げ）定例会提出議案一覧 
 
合計５５件（専決処分報告議案１件・予算議案３件・条例議案３９件・一般議案６件・道路議案

２件・人事議案４件） 
 

≪専決処分報告議案≫ 

議案第１４２号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

        （平成２４年度さいたま市一般会計補正予算（第６号）） 

 
≪予算議案≫ 

議案第１４３号～議案第１４５号 

 （内容） 

  ・ 平成２４年度さいたま市一般会計補正予算（第７号） 

  ・ 平成２４年度さいたま市食肉中央卸売市場及びと畜場事業特別会計補正予算（第１号） 

  ・ 平成２４年度さいたま市病院事業会計補正予算（第２号） 

 

≪条例議案≫ 

議案第１４６号 さいたま市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部保護課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における生活保護法及び社会福祉法の一部改正に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 救護施設、更生施設、生活保護法に基づく授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に

関する基準 

 ・ 省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

２ 医療保護施設の設備及び運営に関する基準 

・ 医療法その他の医療に関する法令により運営されなければならないこととするもの。 

  ３ 社会福祉法に基づく授産施設の設備及び運営に関する基準 

・ 生活保護法に基づく授産施設に準じた基準を定めるもの。  

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１４７号 さいたま市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部介護保険課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における老人福祉法の一部改正に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 養護老人ホームの設備に関する基準 

・ 設備について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

２ 養護老人ホームの運営に関する基準 

⑴ 養護老人ホームが整備する記録の保存期間について、省令で定める現行基準を見直し、

独自の基準を定めるもの。 

記録の種類 省令 条例 
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入所者の処遇の状況に関する記録 ２年間 ５年間 

⑵ ⑴以外の運営について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１４８号 さいたま市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の制定につ

いて 

        （所管課所・保健福祉局福祉部介護保険課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における老人福祉法の一部改正に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 特別養護老人ホーム及び地域密着型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 

⑴ 一の居室の定員の基準 

・ 一の居室の定員について、省令で定める現行基準を見直し、次のとおり独自の基準

を定めるもの。 

施設 省令 条例 

特別養護老人ホーム及び地域密着型特

別養護老人ホーム 

１人（特例で２人） ４人以下 

⑵ 整備する記録の基準 

・ 保存すべき記録の保存期間について、省令で定める現行基準を見直し、独自の基準

を定めるもの。 

記録の種類 省令 条例 

入所者の処遇の状況に関する記録 ２年間 ５年間 

⑶ ⑴及び⑵以外の設備及び運営について、省令で定める現行基準と同様の基準を定める

もの。 

２ ユニット型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備及

び運営に関する基準 

⑴ ユニットの入居定員の基準 

・ ユニットの入居定員について、省令で定める現行基準を見直し、次のとおり独自の

基準を定めるもの。 

施設 省令 条例 

ユニット型特別養護老人ホーム及びユ

ニット型地域密着型特別養護老人ホー

ム 

おおむね１０人以下 １２人以下 

 

⑵ 整備する記録の基準 

・ 保存すべき記録の保存期間について、省令で定める現行基準を見直し、独自の基準

を定めるもの。 

記録の種類 省令 条例 

入所者の処遇の状況に関する記録 ２年間 ５年間 

⑶ ⑴及び⑵以外の設備及び運営について、省令で定める現行基準と同様の基準を定める

もの。 

（施行期日） 平成２５年４月１日 
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議案第１４９号 さいたま市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部介護保険課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における社会福祉法の一部改正に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 軽費老人ホームの設備に関する基準 

・ 設備について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

２ 軽費老人ホームの運営に関する基準 

⑴ 軽費老人ホームが整備する記録の保存期間について、省令で定める現行基準を見直し、

独自の基準を定めるもの。 

記録の種類 省令 条例 

入所者に提供するサービスの状況に関する

記録 

２年間 ５年間 

⑵ ⑴以外の運営について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１５０号 さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関

する条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部障害福祉課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における障害者自立支援法の一部改正に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 指定障害福祉サービス事業者の指定に関する要件 

・ 申請者が有すべき要件について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

２ 指定障害福祉サービスの事業の人員に関する基準 

・ 従業者の員数、管理者等について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

３ 指定障害福祉サービスの事業の設備に関する基準 

⑴ 訓練・作業室の面積基準 

・ 省令で定める現行基準を見直し、独自の基準を定めるもの。 

設備 省令 条例 

生活介護、自立訓練、就労

移行支援及び就労継続支援

の事業に係る訓練・作業室 

訓練又は作業に支障が 

ない広さを有すること。

 

定員１人当たりの床面

積は、３．３平方メー

トル以上とすること。 

⑵ ⑴以外の設備及び備品等について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

  ４ 指定障害福祉サービスの事業の運営に関する基準 

・ 勤務体制の確保、緊急時の対応等について、省令で定める現行基準と同様の基準を定

めるもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１５１号 さいたま市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の

制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部障害福祉課） 
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における障害者自立支援法の一部改正に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 指定障害者支援施設の指定に関する要件 

・ 申請者が有すべき要件について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

２ 指定障害者支援施設の人員に関する基準 

・ 従業者の員数について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

３ 指定障害者支援施設の設備に関する基準 

⑴ 訓練・作業室の面積基準 

・ 省令で定める現行基準を見直し、独自の基準を定めるもの。 

設備 省令 条例 

指定障害者支援施設に

設ける訓練・作業室 

訓練又は作業に支障がな

い広さを有すること。 

定員１人当たりの床面積

は、３．３平方メートル

以上とすること。 

⑵ ⑴以外の設備について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

  ４ 指定障害者支援施設の運営に関する基準 

・ 勤務体制の確保、緊急時の対応等について、省令で定める現行基準と同様の基準を定

めるもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１５２号 さいたま市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の制定に

ついて 

        （所管課所・保健福祉局福祉部障害福祉課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における障害者自立支援法の一部改正に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 障害福祉サービス事業の設備に関する基準 

・ 設備等について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

  ２ 障害福祉サービス事業の運営に関する基準 

・ 勤務体制の確保、緊急時の対応等について、省令で定める現行基準と同様の基準を定

めるもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１５３号 さいたま市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例の制定に

ついて 

        （所管課所・保健福祉局福祉部障害福祉課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における障害者自立支援法の一部改正に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 地域活動支援センターの設備に関する基準 

・ 設備等について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

  ２ 地域活動支援センターの運営に関する基準 
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・ 職員の配置、緊急時の対応等について、省令で定める現行基準と同様の基準を定める

もの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

  

議案第１５４号 さいたま市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部障害福祉課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における障害者自立支援法の一部改正に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 福祉ホームの設備に関する基準 

・ 設備等について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

  ２ 福祉ホームの運営に関する基準 

・ 職員の配置、緊急時の対応等について、省令で定める現行基準と同様の基準を定める

もの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１５５号 さいたま市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部障害福祉課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における障害者自立支援法の一部改正に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 障害者支援施設の設備に関する基準 

・ 設備について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

２ 障害者支援施設の運営に関する基準 

・ 勤務体制の確保、事故発生時の対応等について、省令で定める現行基準と同様の基準

を定めるもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１５６号 さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

の制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部障害福祉課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における児童福祉法の一部改正に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 指定障害児通所支援事業者の指定に関する要件 

・ 申請者が有すべき要件について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

２ 指定通所支援の事業の人員に関する基準 

・ 従業者の員数及び管理者について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

３ 指定通所支援の事業の設備に関する基準 

⑴ 指導訓練室の面積基準 

・ 省令で定める現行基準を見直し、独自の基準を定めるもの。 
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設備 省令 条例 

指定児童発達支援事業所（児童

発達支援センターを除く。）及

び指定放課後等デイサービス事

業所に係る指導訓練室 

指導訓練室を備えなけ

ればならない。 

床面積は、利用定員１

人につき２．４７平方

メートル以上としなけ

ればならない。 

⑵ ⑴以外の設備及び備品等について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

  ４ 指定通所支援の事業の運営に関する基準 

・ 利用定員、勤務体制の確保等について、省令で定める現行基準と同様の基準を定める

もの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

  

議案第１５７号 さいたま市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

の制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部障害福祉課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における児童福祉法の一部改正に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 指定障害児入所施設の指定に関する要件 

・ 申請者が有すべき要件について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

２ 指定障害児入所施設の人員に関する基準 

・ 従業者の員数について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

３ 指定障害児入所施設の設備に関する基準 

・ 設備について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

  ４ 指定障害児入所施設の運営に関する基準 

・ 勤務体制の確保、緊急時の対応等について、省令で定める現行基準と同様の基準を定

めるもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１５８号 さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定について 

        （所管課所・子ども未来局子ども育成部子育て企画課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における児童福祉法の一部改正に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 保育所に関する基準 

⑴ 設備に関する基準 

 ア 設備の面積について、省令で定める現行基準を見直し、次のとおり独自の基準を定

めるもの。 

設備 省令 条例 

乳児室 乳児（０歳児） １人につき１．６５平

方メートル以上 

１人につき５平方メートル

以上（市長が適当と認める

場合には、３．３平方メー

トル以上） 

 満２歳未満の幼児 １人につき１．６５平 １人につき３．３平方メー 
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  （１歳児） 方メートル以上 トル以上 

ほふく

室 

乳児（０歳児） １人につき３．３平方

メートル以上 

１人につき５平方メートル

以上（市長が適当と認める

場合には、３．３平方メー

トル以上） 

 満２歳未満の幼児

（１歳児） 

１人につき３．３平方

メートル以上 

１人につき３．３平方メー

トル以上 

イ 設備の内容について、省令で定める現行基準を見直し、次のとおり独自の基準を定

めるもの。 

施設 省令 条例 

満２歳以上の幼

児（就学前まで

の者）を入所さ

せる保育所 

保育室又は遊戯室、屋外遊

戯場（当該保育所の付近に

ある屋外遊戯場に代わるべ

き場所を含む。）、調理室

及び便所を設けること。 

保育室又は遊戯室、屋外遊戯場（

市長が適当と認めるときは、当該

保育所の付近にある屋外遊戯場に

代わるべき場所を含む。）、調理

室及び便所を設けること。 

 ウ 省令で定められている保育所外で調理し搬入する方法に係る規定については、全て

保育所内で調理するため、本条例には規定しないこととするもの。 

 エ アからウまで以外の設備の基準について、省令で定める現行基準と同様の基準を定

めるもの。 

⑵ 運営に関する基準 

・ 職員、保育時間等について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

２ 助産施設、乳児院等の保育所以外の児童福祉施設に関する基準 

・ 助産施設、乳児院等の設備及び運営について、省令で定める現行基準と同様の基準を

定めるもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１５９号 さいたま市指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部介護保険課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における介護保険法の一部改正等に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 指定居宅サービス事業者の指定に関する要件 

・ 申請者が有すべき要件について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

２ 指定居宅サービスの事業の人員に関する基準 

・ 従業者の員数、管理者等について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

３ 指定居宅サービスの事業の設備に関する基準 

・ 事業所の利用定員、設備及び備品等について、省令で定める現行基準と同様の基準を

定めるもの。 

  ４ 指定居宅サービスの事業の運営に関する基準 

⑴ 指定居宅サービス事業者が整備する記録に関する基準 

・ 保存すべき記録の保存期間について、省令で定める現行基準を見直し、独自の基準

を定めるもの。 

記録の種類 省令 条例 
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利用者に対する指定訪問介護等の提供

に関する記録 

２年間 ５年間 

⑵ ⑴以外の事業の運営について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１６０号 さいたま市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部介護保険課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における介護保険法の一部改正等に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 指定介護予防サービス事業者の指定に関する要件 

・ 申請者が有すべき要件について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

２ 指定介護予防サービスの事業の人員に関する基準 

・ 従業者の員数、管理者等について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

３ 指定介護予防サービスの事業の設備に関する基準 

・ 事業所の利用定員、設備及び備品等について、省令で定める現行基準と同様の基準を

定めるもの。 

  ４ 指定介護予防サービスの事業の運営に関する基準 
⑴ 指定介護予防サービス事業者が整備する記録に関する基準 

・ 保存すべき記録の保存期間について、省令で定める現行基準を見直し、独自の基準

を定めるもの。 

記録の種類 省令 条例 

利用者に対する指定介護予防訪問介護等の

提供に関する記録 

２年間 ５年間 

⑵ ⑴以外の事業の運営について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１６１号 さいたま市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

の制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部介護保険課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における介護保険法の一部改正に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 指定介護老人福祉施設の指定に係る申請の要件 

 ・ 指定介護老人福祉施設の指定に係る申請をするために必要な特別養護老人ホームの入

所定員は、３０人以上とするもの。 

２ 指定介護老人福祉施設の人員に関する基準 

 ・ 従業者の員数について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

３ 指定介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設の設備に関する基準 

 ⑴ 指定介護老人福祉施設の一の居室の定員の基準 

・ 一の居室の定員について、省令で定める現行基準を見直し、独自の基準を定めるも
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の。 

施設 省令 条例 

指定介護老人福祉施設 １人（特例で２人） ４人以下 

   ⑵ ユニット型指定介護老人福祉施設の一のユニットの入居定員の基準 

    ・ 一のユニットの入居定員について、省令で定める現行基準を見直し、独自の基準を

定めるもの。 

施設 省令 条例 

ユニット型指定介護老人福祉施設 おおむね１０人以下 １２人以下 

⑶ ⑴及び⑵以外の設備について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

  ４ 指定介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設の運営に関する基準 

⑴ 指定介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設が整備する記録に関する

基準 

・ 保存すべき記録の保存期間について、省令で定める現行基準を見直し、独自の基準

を定めるもの。 

記録の種類 省令 条例 

指定介護老人福祉施設の入所者又はユニッ

ト型指定介護老人福祉施設の入居者に対す

る指定介護福祉施設サービスの提供に関す

る記録 

２年間 ５年間 

⑵ ⑴以外の指定介護福祉施設サービスの提供に係る運営等について、省令で定める現行

基準と同様の基準を定めるもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１６２号 さいたま市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する

条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部介護保険課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における介護保険法の一部改正に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 介護老人保健施設の人員に関する基準 

 ・ 従業者の員数について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

２ 介護老人保健施設及びユニット型介護老人保健施設の施設及び設備に関する基準 

   ・ 食堂等の施設及び建物の構造設備について、省令で定める現行基準と同様の基準を定

めるもの。 

  ３ 介護老人保健施設及びユニット型介護老人保健施設の運営に関する基準 

⑴ 介護老人保健施設及びユニット型介護老人保健施設が整備する記録に関する基準 

・ 保存すべき記録の保存期間について、省令で定める現行基準を見直し、独自の基準

を定めるもの。 

記録の種類 省令 条例 

介護老人保健施設の入所者又はユニット型

介護老人保健施設の入居者に対する介護保

健施設サービスの提供に関する記録 

２年間 ５年間 

⑵ ⑴以外の介護保健施設サービスの提供に係る運営等について、省令で定める現行基準
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と同様の基準を定めるもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１６３号 さいたま市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例

の制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部介護保険課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成２３年

法律第７２号）第４条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年

法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる同

法第２６条の規定による改正前の介護保険法の一部改正に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 指定介護療養型医療施設の人員に関する基準 

 ・ 従業者の員数について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

２ 指定介護療養型医療施設及びユニット型指定介護療養型医療施設の設備に関する基準 

   ・ 建物の構造設備について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

  ３ 指定介護療養型医療施設及びユニット型指定介護療養型医療施設の運営に関する基準 

⑴ 指定介護療養型医療施設及びユニット型指定介護療養型医療施設が整備する記録に関

する基準 

・ 保存すべき記録の保存期間について、省令で定める現行基準を見直し、独自の基準

を定めるもの。 

記録の種類 省令 条例 

指定介護療養型医療施設又はユニット型指

定介護療養型医療施設の入院患者に対する

指定介護療養施設サービスの提供に関する

記録 

２年間 ５年間 

⑵ ⑴以外の指定介護療養施設サービスの提供に係る運営等について、省令で定める現行

基準と同様の基準を定めるもの。 

４ 条例の失効 
   ・ この条例は、平成３０年３月３１日限りで効力を失うこととするもの。 

（施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１６４号 さいたま市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関

する条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部介護保険課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における介護保険法の一部改正等に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 指定地域密着型サービス事業者の指定に関する要件 

・ 申請に有すべき要件について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

２ 指定地域密着型サービスの事業の人員に関する基準 

・ 従業者の員数、管理者等について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 
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３ 指定地域密着型サービスの事業の設備に関する基準 

⑴ 指定地域密着型介護老人福祉施設の設備に関する基準 

・ 一の居室の定員について、省令で定める現行基準を見直し、独自の基準を定めるも

の。 

施設 省令 条例 

指定地域密着型介護老人福祉施設 １人（特例で２人） ４人以下 

   ⑵ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備に関する基準 

・ 一のユニットの入居定員について、省令で定める現行基準を見直し、独自の基準を

定めるもの。 

施設 省令 条例 

ユニット型指定地域密着型介護老人

福祉施設 

おおむね１０人以下 １２人以下 

⑶ ⑴及び⑵以外の設備等について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

  ４ 指定地域密着型サービスの事業の運営に関する基準 
⑴ 指定地域密着型サービス事業者が整備する記録に関する基準 

・ 保存すべき記録の保存期間について、省令で定める現行基準を見直し、独自の基準

を定めるもの。 

記録の種類 省令 条例 

利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護等の提供に関する記録 

２年間 ５年間 

⑵ ⑴以外の事業の運営について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１６５号 さいたま市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基

準等に関する条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部介護保険課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における介護保険法の一部改正等に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する要件 

・ 申請者が有すべき要件について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

２ 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員に関する基準 

・ 従業者の員数、管理者等について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

３ 指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備に関する基準 

・ 事業所の利用定員、設備及び備品等について、省令で定める現行基準と同様の基準を

定めるもの。 

  ４ 指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営に関する基準 
   ⑴ 指定地域密着型介護予防サービス事業者が整備する記録に関する基準 

・ 保存すべき記録の保存期間について、省令で定める現行基準を見直し、独自の基準

を定めるもの。 

記録の種類 省令 条例 

利用者に対する指定介護予防認知症対応型

通所介護等の提供に関する記録 

２年間 ５年間 



 

- 12 - 

⑵ ⑴以外の事業の運営について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。  

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１６６号 さいたま市医療法施行条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局保健部地域医療課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における医療法の一部改正に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

・ 専属の薬剤師を配置すべき診療所 

 ・ 専属の薬剤師の配置について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１６７号 さいたま市公衆浴場法施行条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局保健部生活衛生課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における公衆浴場法の一部改正に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 配置の基準 

・ 一般公衆浴場の設置場所の配置について、県条例で定める現行基準と同様の基準を定

めるもの。 

  ２ 衛生及び風紀に必要な措置の基準 

・ 一般公衆浴場及びその他の公衆浴場について、県条例で定める現行基準と同様の基準

を定めるもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１６８号 さいたま市興行場法施行条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局保健部生活衛生課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における興行場法の一部改正に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 設置の場所の基準 

・ 設置の場所について、県条例で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

  ２ 構造設備の基準 

・ 構造設備について、県条例で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

３ 衛生等の措置の基準 

⑴ 業務の従事について、県条例で定める現行基準を見直し、独自の基準を定めるもの。 

施設 埼玉県条例 市条例 

興行場 伝染のおそれのある疾病にかかって

いる者又はその疑いがある者を業務

に従事させないこと。 

感染のおそれのある疾病にかかって

いる者又はその疑いがある者を業務

に従事させないこと。ただし、医師

の診断により支障がない場合にあっ

ては、この限りでない。 



 

- 13 - 

⑵ ⑴以外について、県条例で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１６９号 さいたま市理容師法施行条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局保健部生活衛生課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における理容師法の一部改正に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 理容の業を行う場合の衛生上必要な措置 

・ 衛生上必要な措置について、県条例で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

２ 理容所の衛生上必要な措置 

⑴ 県条例で定める現行基準にはない、隔壁等により外部及び他の施設と区画することを

定めるもの。 

⑵ ⑴以外については、県条例で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

３ 出張理容を行うことができる場合 

⑴ 県条例で定める現行基準にはない、社会福祉施設等の入所者に対して理容を行う場合

を定めるもの。 

⑵ ⑴以外については、県条例で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

  ４ 出張理容を行う場合の届出 

   ・ 県条例で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１７０号 さいたま市美容師法施行条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局保健部生活衛生課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における美容師法の一部改正に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 美容の業を行う場合の衛生上必要な措置 

・ 衛生上必要な措置について、県条例で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

２ 美容所の衛生上必要な措置 

⑴ 県条例で定める現行基準にはない、隔壁等により外部及び他の施設と区画することを

定めるもの。 

⑵ ⑴以外については、県条例で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

３ 出張美容を行うことができる場合 

⑴ 県条例で定める現行基準にはない、社会福祉施設等の入所者に対して美容を行う場合

を定めるもの。 

⑵ ⑴以外については、県条例で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

  ４ 出張美容を行う場合の届出 

   ・ 県条例で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 
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議案第１７１号 さいたま市クリーニング業法施行条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局保健部生活衛生課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律におけるクリーニング業法の一部改正に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

・ 営業者が講じるべき衛生措置 

・ 衛生上必要な措置について、県条例で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１７２号 さいたま市婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定について 

        （所管課所・市民・スポーツ文化局市民生活部男女共同参画課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における社会福祉法の一部改正に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 婦人保護施設の設備に関する基準 

・ 建物の構造、居室の面積等について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるも

の。 

２ 婦人保護施設の運営に関する基準 

⑴ 省令で定める現行基準にはない、入所者の人権尊重、職員の資質向上、秘密の保持等

について定めるもの。 

⑵ ⑴以外の運営の基準について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 
議案第１７３号 さいたま市道路の構造の技術的基準及び道路標識に関する条例の制定について 
        （所管課所・建設局土木部道路計画課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における道路法の一部改正に伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 道路の構造の技術的基準 

・ 市が管理する県道又は市道を新設し、又は改築する場合における道路の幅員、線形等

の構造について、政令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

  ２ 道路標識の寸法 

   ・ 市が管理する県道又は市道に設ける道路の案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置

される補助標識の寸法について、規則で定めることとするもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１７４号 さいたま市移動等円滑化のために必要な道路の構造上の基準に関する条例の制

定について 
        （所管課所・建設局土木部道路環境課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴い、新たに
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条例を制定するもの。 

 （内容） 

・ 移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準 

・ 市が管理する県道又は市道を新設し、又は改築する場合における移動等円滑化のため

に必要な歩道、立体横断施設、自動車駐車場等の構造について、省令で定める現行基準

と同様の基準を定めるもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１７５号 さいたま市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局保健部食品安全推進課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令における食品衛生法施行令

の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

・ 食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準 

・ 設備及び職員の配置について、省令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日等 

 

議案第１７６号 さいたま市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局保健部生活衛生課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における旅館業法の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

１ 設置場所の基準 

・ 学校等に類する施設との距離制限について、県条例で定める現行基準と同様の基準を

定めるもの。 

  ２ 衛生の措置の基準 

⑴ 県条例で定める現行基準を見直し、入浴者ごとに換水する客室の入浴設備について、

図面、自主管理の手引書等の作成及び衛生管理に係る責任者の選任し届出ることを定め

るもの。 

⑵ ⑴以外について、県条例で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

３ 宿泊を拒むことができる事由 

・ 宿泊を拒むことができる事由について、県条例で定める現行基準と同様の基準を定め 

るもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

  

議案第１７７号 さいたま市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・都市局都市計画部都市公園課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における都市公園法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正

に伴い、所要の改正を行うもの。 
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 （内容） 

１ 住民１人当たりの都市公園の敷地面積の目標 

・ 住民１人当たりの都市公園の敷地面積について、政令で定める現行基準と同様の基準

を定めるもの。 

２ 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準 

・ 都市公園の配置及び規模について、政令で定める現行基準と同様の基準を定めるもの。 

３ 公園施設の設置基準 

・ 一の都市公園の公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計の当該都市公園の

敷地面積に対する割合について、都市公園法及び政令で定める現行基準と同様の基準を

定めるもの。 

４ 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準 

・ 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置について、省令で定める現行基準と

同様の基準を定めるもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１７８号 さいたま市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・建設局建築部住宅課） 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律における公営住宅法の一部改正等に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

１ 公営住宅等の整備基準 

 ・ 公営住宅及び共同施設の整備について、省令で定める現行基準と同様の基準を定める

もの。 

２ 公営住宅及び改良住宅の入居者資格に係る収入基準の設定 

 ・ 裁量階層対象者（収入基準を緩和する必要がある者）の範囲を規定し、対象者ごとに

基準額を定めるもの。 

３ 原発事故避難者に対する公営住宅の入居者資格の特例 

 ・ 福島原子力発電所の事故に係る居住制限者であり、かつ、住宅困窮者である者につい

ては、入居者資格を有する者とみなすもの。 

４ 連帯保証人の存否の調査 

 ・ 連帯保証人の存否について、入居者に報告等を求めることができることとするもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１７９号 さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・建設局建築部建築行政課） 

都市の低炭素化の促進に関する法律の制定等に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

１ 減免規定の見直し 
 ・ 国又は地方公共団体が建築する建築物について、建築基準法の許可、認定等の申請に

対する審査手数料を免除しないこととするもの。 
２ 手数料の追加 
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・ 低炭素建築物の新築等に関する計画の認定及び当該計画の変更の認定の申請に対する

審査手数料を追加するもの。 
 （施行期日） 公布の日（１については平成２５年４月１日） 

 

議案第１８０号 さいたま市保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・子ども未来局保育部保育課） 
（仮称）大宮駅西口第四地区複合施設（通称：のびのびプラザ大宮）の設置により、さいた

ま市立桜木南保育園をさいたま市立桜木保育園に統合し、同保育園を同施設内に移転すること

に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

１ さいたま市立桜木保育園の位置及び定員の変更 

・ さいたま市立桜木保育園の位置を「桜木町２丁目２２７番地」から「桜木町１丁目１

８５番地２」に、同保育園の定員を「６５人」から「１６５人」に改めるもの。 

２ さいたま市立桜木南保育園の廃止 

   ・ さいたま市立桜木南保育園に係る規定を削るもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１８１号 さいたま市防災会議条例及びさいたま市災害対策本部条例の一部を改正する条

例の制定について 

        （所管課所・総務局危機管理部防災課） 

災害対策基本法の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

１ 防災会議の所掌事務の見直し 

⑴ 防災に関する諮問的機関としての機能を強化するため、市長の諮問に応じて市の地域

に係る防災に関する重要事項を審議すること及び当該重要事項に関し、市長に意見を述

べることとする規定を加えるもの。 

⑵ 災害対策本部において一元的に災害に関する情報の収集を行うため、市の地域に係る

災害に関する情報を収集する規定を削るもの。 

  ２ 防災会議の委員の追加等 

⑴ 防災会議の委員に自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が

任命する者を加えるもの。 

⑵ ⑴の委員並びに医師会の役員のうちから市長が任命する者及び市長が特に必要と認め

て任命する者の任期を２年とするもの。 

  ３ 規定の整備 

・ 条例で引用している災害対策基本法「第２３条第７項」を「第２３条の２第８項」に

改めるもの。 

（施行期日） 公布の日 

 

議案第１８２号 さいたま市営自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・都市局都市計画部都市交通課） 

  さいたま市営武蔵浦和駅西自転車等駐車場の新設に伴い、所要の改正を行うもの。 
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 （内容） 

  １ さいたま市営武蔵浦和駅西自転車等駐車場の新設 

名   称 位   置 

さいたま市営武蔵浦和駅西自転車等駐車場 市内南区別所７丁目２１番１号 

  ２ 利用時間 

   ・ さいたま市営武蔵浦和駅西自転車等駐車場の利用時間は、午前４時３０分から翌日の

午前１時３０分までとするもの。 

  ３ 利用料金 

   ・ さいたま市営武蔵浦和駅西自転車等駐車場の利用料金を定めるもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 

 

議案第１８３号 さいたま市暴力団排除条例の制定について 

        （所管課所・市民・スポーツ文化局市民生活部交通防犯課） 

  暴力団排除活動の推進により、市民生活の安全と平穏を確保し、及び社会経済活動の健全な

発展に寄与するため、条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 基本理念  

 ⑴ 暴力団排除活動は、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力

団を利用しないことを基本として、市、市民及び事業者の連携協力の下に推進されなけ

ればならないこととするもの。 

 ⑵ 何人も、暴力団員又は暴力団関係者と不適切な関係を有しないようにしなければなら

ないこととするもの。 

２ 責務及び役割 

 ・ 市の責務並びに市民及び事業者の役割を定めるもの。 

３ 市の事業における措置 

 ・ 市は、公共工事その他の事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を

講じることとするもの。 

４ 職員への不当な要求に対する措置 

 ・ 市は、職員が暴力団員による不当な要求に適切に対応するために必要な指針の策定、

体制の整備その他の必要な措置を講じることとするもの。 

５ 公の施設における措置 
・ 市長等は、公の施設の利用等が暴力団の活動を助長することとなる等と認められると

きは、当該公の施設の利用等の許可等をせず、又は利用等の許可等を取り消すことがで

きることとするもの。 
６ 青少年に対する教育のための措置 
 ・ 市は、その設置する学校において、その生徒が暴力団排除活動の重要性を認識し、暴

力団に加入せず、及び暴力団による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要

に応じて行われるよう適切な措置を講じることとするもの。 

 （施行期日） 平成２５年４月１日 
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議案第１８４号 さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

        （所管課所・建設局建築部建築行政課） 

さいたま都市計画地区計画の変更に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

１ 適用区域の追加 
・ 日生浦和地区地区整備計画区域を本条例の適用区域に追加するもの。 

２ 建ぺい率の最高限度に係る緩和規定の適用除外 
   ・ 建築物に対する建ぺい率の最高限度を緩和する規定は、日生浦和地区地区整備計画区

域内の建築物に適用しないこととするもの。 
（施行期日） 平成２５年１月１日 

 

≪一般議案≫ 

議案第１８５号 （仮称）内野地区公民館建設（建築）工事請負契約について 
        （所管課所・教育委員会事務局生涯学習総合センター） 

 （内容） 

  １ 契約の目的 

    （仮称）内野地区公民館建設（建築）工事 

  ２ 契約の方法 

    一般競争入札 

  ３ 契約金額 

    ３億３，５３６万３，７００円 

  ４ 契約の相手方 

    田中・賛京特定共同企業体 

 

議案第１８６号 財産の取得について（救助工作車） 
        （所管課所・消防局警防部警防課） 
  救助現場における救助活動に必要な救助工作車を取得するため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

 １ 物件の表示 
   救助工作車 １台 
 ２ 取得先 
   櫻護謨株式会社 
３ 取得額 

１億５，９６０万円 
 

議案第１８７号 指定管理者の指定について（さいたま市児童養護施設カルテット） 
        （所管課所・子ども未来局子ども育成部子育て支援課） 

さいたま市児童養護施設カルテットの管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 
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   ⑴ 所在地 市内桜区大字下大久保１５４２番地４ 

   ⑵ 名 称 さいたま市児童養護施設カルテット 

２ 指定管理者に指定する団体 

⑴ 所在地 市内緑区大字大崎２１６０番地 

⑵ 名 称 社会福祉法人浦和福祉会 

⑶ 代表者 理事長 黒澤 貞夫 

３ 指定する期間 

平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

議案第１８８号 指定管理者の指定について（さいたま市営武蔵浦和駅西自転車等駐車場） 

        （所管課所・都市局都市計画部都市交通課） 

さいたま市営武蔵浦和駅西自転車等駐車場の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求め

るもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

   ⑴ 所在地 市内南区別所７丁目２１番１号 

   ⑵ 名 称 さいたま市営武蔵浦和駅西自転車等駐車場 

  ２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 東京都中央区日本橋小網町７番２号 
   ⑵ 名 称 サイカパーキング株式会社 

   ⑶ 代表者 代表取締役 森井 博 

  ３ 指定する期間 

    平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで 

 
議案第１８９号 当せん金付証票の発売について 
        （所管課所・財政局財政部財政課） 
  平成２５年度における当せん金付証票（宝くじ）を１０５億円の範囲内において発売するた

め、議決を求めるもの。 
 

議案第１９０号 さいたま市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定の取消し及び変更につい 

        て 

        （所管課所・市民・スポーツ文化局区政推進室） 

平成１９年１２月議会において議決を得たさいたま市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の

指定について、指定した郵便局の一部を取り消し、及び郵便局に取り扱わせる事務を変更する

ため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 指定した郵便局の取消し 

   ・ 現在指定している７２局の郵便局のうち、平成２４年度末をもって、４５局を取り消

すこととするもの。 

  ２ 郵便局に取り扱わせる事務の変更 

   ・ 郵便局に取り扱わせる事務のうち、平成２５年度から外国人登録原票記載事項証明書
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の交付の請求の受付及び引渡しの事務をしないこととするもの。   

 

≪道路議案≫ 
議案第１９１号 市道路線の認定について 
        （所管課所・建設局土木部土木総務課） 
 （内容） 
    一般  １８路線 
    開発  ８路線  計２６路線 
 
議案第１９２号 市道路線の廃止について 
        （所管課所・建設局土木部土木総務課） 
 （内容） 
    一般  ４路線 
    開発  ２路線  計６路線 
 
≪人事議案≫ 
議案第１９３号～議案第１９６号 人権擁護委員候補者の推薦について 
        （所管課所・総務局総務部総務課） 
  人権擁護委員候補者として推薦するため、議会の意見を求めるもの。 


